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五
月
六
日
提
出
の
「
日
本
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定
と
責
任
所
在
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、

「
再
質
問
」
と
す
る
）
に
対
す
る
同
月
二
十
六
日
付
け
政
府
答
弁
書
（
以
下
、
「
第
二
回
答
弁
書
」
と
す
る
）
に
は
不
明
、
不

十
分
な
箇
所
が
あ
る
ほ
か
、
質
問
に
答
弁
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
、
以
下
第
三
回
質
問
を
す
る
。
組
織
的
な
犯
罪
の
処

罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
通
信
や
財
産
の
秘
密
を
捜
査
機
関
に
合
法
的
に
捕
捉
さ
せ
る
条

項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
日
本
の
捜
査
機
関
に
こ
う
し
た
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
秘
密
を

捕
捉
さ
せ
て
大
丈
夫
な
の
か
、
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
な
い
か
、
逸
脱
し
た
運
用
が
な
い
か
な
ど
の
点
が
最
大
の
問
題
点
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
一
部
新
た
な
質
問
も
加
え
た
。 

一 

共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定 

（
1
） 

第
二
回
答
弁
書
「
一
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
東
京
地
検
検
察
官
は
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
で
不
起

訴
と
な
っ
た
警
察
官
二
人
に
「
盗
聴
を
指
示
し
た
り
、
そ
の
承
認
を
与
え
た
者
が
存
在
し
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証

拠
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
、
「
被
疑
者
両
名
は
、
そ
の
地
位
等
に
照
ら
し
て
本
件
の
首
謀
者
な
い

し
責
任
者
的
立
場
に
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
」
「
両
名
以
外
に
本
件
犯
行
を
実
行
し
、
又
は
こ
れ
に
加
功
し
た
者
を 

日
本
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定
と
責
任
所
在
な
ど
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書 
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（
4
） 

元
検
事
総
長
の
故
伊
藤
栄
樹
氏
は
回
想
録
「
秋
霜
烈
日
」
で
、
「
わ
が
国
で
も
、
か
り
に
警
察
や
自
衛
隊
と
い
う

大
き
な
実
力
部
隊
を
も
つ
組
織
が
組
織
的
な
犯
罪
を
犯
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
検
察
は
、
こ
れ
と
対
決
し
て
、
犯
罪

処
罰
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
怪
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
現
在 

（
3
） 

（
1
）
で
「
い
い
え
」
と
答
弁
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
部
分
が
ど
う
い
う
根
拠
で
違
う
と
い
う
の
か
、
具
体
的
に
説

明
さ
れ
た
い
。
三
月
二
十
七
日
付
け
政
府
答
弁
書
、
第
二
回
答
弁
書
の
訂
正
が
あ
れ
ば
、
併
せ
て
言
及
さ
れ
た
い
。 

（
2
） 

（
1
）
で
「
は
い
」
と
答
弁
さ
れ
た
場
合
、
検
察
に
よ
る
警
察
の
組
織
的
犯
罪
の
追
及
は
困
難
と
い
う
こ
と
か
。 

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
（
三
月
二
十
七
日
付
け
政
府
答
弁
書
「
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
、
第
二
回
答
弁

書
「
一
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
）
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
断
は
二
人
以
外
に
「
首
謀
者
」
と
か
「
責
任
的

立
場
」
に
あ
っ
た
者
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
警
察
官
二
人
は
盗
聴
と
い
う
警
察
に
よ
る
組
織

的
犯
罪
の
末
端
で
実
行
行
為
に
関
与
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
起
訴
猶
予
と
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
「
は
い
」
「
い

い
え
」
で
答
弁
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
こ
う
し
た
警
察
の
組
織
的
犯
罪
が
将
来
反
復
継
続
し
な
い
よ
う
に
、
検
察
と
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ

た
か
。 

四 

 



 

二 

責
任
の
所
在 

（
1
） 

第
二
回
答
弁
書
「
二
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
警
備
局
長
通
達
以
後
十
年
余
に
わ
た
り
、
適
正
な
職
務

執
行
に
努
め
、
今
後
「
違
法
な
傍
受
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
共
産 

（
7
） 

第
二
回
答
弁
書
「
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
「
二
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
警
察
庁
警
備
局
長

通
達
に
つ
い
て
、
事
実
認
定
と
責
任
の
所
在
に
関
す
る
要
旨
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
6
） 

第
二
回
答
弁
書
「
一
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
神
奈
川
県
警
本
部
長
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
、

事
実
認
定
と
責
任
の
所
在
に
関
す
る
要
旨
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
関
係
者
に

対
す
る
「
相
応
の
懲
戒
処
分
」
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

（
5
） 

第
二
回
答
弁
書
「
一
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
で
「
両
名
以
外
に
本
件
犯
行
を
実
行
し
、
又
は
こ
れ
に
加
功
し
た
者

を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
関
与
し
た
東
京
地
検
の
捜
査
官
全
員
は
十
分
な
捜
査
が
尽
く
さ
れ

た
と
認
識
し
て
い
る
か
。
途
中
で
捜
査
が
打
ち
切
ら
れ
、
十
分
な
犯
罪
処
罰
の
目
的
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
忸
怩
た

る
思
い
の
捜
査
官
が
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

の
検
察
は
大
丈
夫
か
。
「
大
丈
夫
」
と
言
う
な
ら
、
そ
の
理
由
と
根
拠
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 
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三 

令
状
請
求
手
続
き 

（
1
） 

第
二
回
答
弁
書
「
三
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
令
状
請
求
時
に
提
出
し
た
疎
明
資
料
を
事
後
に
改
変
す 

（
4
） 

共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
で
起
訴
猶
予
と
な
っ
た
警
察
官
二
人
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
当
し
て
い
る

か
。 

（
3
） 

五
月
二
十
日
の
法
務
委
員
会
で
、
警
察
庁
の
伊
達
警
備
局
長
は
「
警
察
官
に
よ
る
盗
聴
行
為
」
が
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
、
そ
の
「
反
省
」
を
踏
ま
え
て
厳
し
く
戒
め
る
と
発
言
し
た
が
、
「
盗
聴
行
為
」
や
「
反
省
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定
と
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
か
。 

（
2
） 
再
質
問
で
は
「
『
我
が
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
違
法
な
傍
受
は
行
わ
れ
て
い
な
い
』
と
断
言
し
て
い
る

が
、
根
拠
は
何
か
」
と
た
だ
し
た
の
に
、
第
二
回
答
弁
書
で
は
「
根
拠
」
に
つ
い
て
答
弁
が
な
い
。
答
弁
さ
れ
た 

い
。 

党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
以
後
に
違
法
な
傍
受
が
あ
っ
た
こ
と
や
今
後
、
違
法
な
傍
受
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
場

合
、
警
察
当
局
と
法
務
、
検
察
当
局
は
明
確
に
責
任
を
取
る
と
い
う
こ
と
か
。 

初
め
て
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
は
、
こ
う
し
た
発
言
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。 
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四
「
警
察
が
狙
撃
さ
れ
た
日
」 

（
2
） 

同
書
に
よ
る
と
、
「
チ
ヨ
ダ
」
は
警
察
庁
警
備
局
警
備
企
画
課
の
裏
理
事
官
に
率
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
警 

（
1
） 

三
一
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
警
察
が
狙
撃
さ
れ
た
日
」
に
よ
る
と
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
は
公
安
警
察
の

中
核
と
さ
れ
る
「
チ
ヨ
ダ
」
（
事
件
当
時
は
「
サ
ク
ラ
」
）
に
よ
る
組
織
的
犯
罪
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
チ
ヨ

ダ
」
の
概
要
、
予
算
措
置
、
国
会
に
対
す
る
報
告
の
経
緯
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
3
） 

令
状
請
求
時
の
疎
明
資
料
は
適
正
手
続
き
を
担
保
す
る
た
め
、
裁
判
所
に
残
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う

か
。 

（
2
） 
第
二
回
答
弁
書
「
三
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
逮
捕
状
、
差
押
・
捜
索
許
可
状
又
は
検
証
許
可
状
に
つ

い
て
請
求
後
に
「
そ
の
要
件
が
欠
け
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
」
に
よ
っ
て
請
求
を
取
り
下
げ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
と

答
え
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
、
逮
捕
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
要
件
を
十
分
に
精
査
し
な
か
っ
た
捜
査
員
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
懲
戒
処
分
が
な
さ
れ
る
か
。
過
去
の
懲
戒
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

れ
ば
、
懲
戒
処
分
や
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
が
、
過
去
に
こ
う
し
た
事
例
で
懲
戒
処
分
や
刑
事
罰
を
科
せ
ら
れ
た
事

例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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八 

備
企
画
課
の
人
員
、
予
算
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
チ
ヨ
ダ
」
は
ス
パ
イ
の
獲
得
工
作
、
尾
行
、
盗
聴
技

術
な
ど
の
研
修
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
費
用
は
国
費
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
研
修
は
い
か
な
る
法
律
に
基

づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

（
3
） 

同
書
の
出
版
を
め
ぐ
り
、
警
視
庁
が
著
者
割
り
出
し
の
た
め
に
三
一
書
房
の
取
引
銀
行
に
捜
査
照
会
し
た
事
実
は

あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
法
的
根
拠
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
出
版
社
と
著
者
に
対
す
る
圧

力
が
平
然
と
行
わ
れ
る
よ
う
な
ら
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
以
後
、
違
法
な
捜
査
は
な
い
と
す
る
政
府
答
弁
に
強

い
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


